
議案第６０号 

   米原市体育施設条例の一部を改正する条例について 

 米原市体育施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定することについて議会の議決

を求める。 

   

令和２年６月５日提出 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

 

 

      提案理由 

 令和３年４月１日から、米原市体育施設の利用時間および休場日を変更するため、この案を

提出するものである。 

  



   米原市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

 米原市体育施設条例（平成 17年米原市条例第 178号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項の表米原市山東グラウンド、米原市伊吹第１グラウンド、米原市伊吹テニスコ

ート、米原市すぱーく米原、米原市息郷体育館および米原市双葉総合体育館の項中「午後 10時」

を「午後９時 30分」に改め、同表米原市民体育館の項中「午後 10時まで」を「午後９時 30分

まで。ただし、日曜日および土曜日（国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規

定する休日（以下「休日」という。）に当たる土曜日に限る。）は、午前８時 30分から午後５時

30分までとする。」に改め、同表米原市近江グラウンドの項中「午後 10時まで」を「午後９時

30分まで。ただし、日曜日および土曜日（休日に当たる土曜日に限る。）は、午前８時 30分か

ら午後５時 30分までとする。」に改める。 

 第４条第２号を削り、同条第１号の次に次の２号を加える。 

(２) 12月 28日から翌年の１月４日までの日 

(３) 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める日 

 施設 休場日 

 米原市山東グラウンド 休日の翌日 

 米原市民体育館 休日。ただし、その日が日曜日および土曜日に当たる場合は、

開館日とする。 

 米原市伊吹第１グラウンド 休日の翌日 

 米原市伊吹第２グラウンド 休日の翌日 

 米原市伊吹テニスコート 休日の翌日 

 米原市米原野球場 休日の翌日 

 米原市すぱーく米原 休日の翌日 

 米原市息郷体育館 休日の翌日 

 米原市近江グラウンド 休日。ただし、その日が日曜日および土曜日に当たる場合は、

開館日とする。 

 米原市双葉総合体育館 休日の翌日 

 米原市番場多目的広場 休日の翌日 

 



   付 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 



米原市体育施設条例新旧対照表（改正理由） 

改正後 現 行 改正理由 

(利用時間) 

第３条 体育施設の利用時間は、次の表の左欄に掲げる施設の

区分に応じ、同表右欄に定めるとおりとする。ただし、米原

市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が特に必要があ

ると認めるときは、これを変更することができる。 

施設 利用時間 

米原市山東グラウンド 午前８時 30分から午後９時 30分まで 

米原市民体育館 午前８時 30分から午後９時 30分まで。 

ただし、日曜日および土曜日（国民の祝

日に関する法律（昭和 23年法律第 178

号）に規定する休日（以下「休日」とい

う。）に当たる土曜日に限る。）は、午前

８時 30 分から午後５時 30 分までとす

る。 

米原市伊吹第１グラウ

ンド 

午前８時 30分から午後９時 30分まで 

米原市伊吹第２グラウ

ンド 

午前８時 30分から日没時まで 

米原市伊吹テニスコー

ト 

午前８時 30分から午後９時 30分まで 

米原市米原野球場 午前８時 30分から日没時まで 

米原市すぱーく米原 午前８時 30分から午後９時 30分まで 

米原市息郷体育館 午前８時 30分から午後９時 30分まで 

米原市近江グラウンド 午前８時 30分から午後９時 30分まで。 

(利用時間) 

第３条 体育施設の利用時間は、次の表の左欄に掲げる施設の

区分に応じ、同表右欄に定めるとおりとする。ただし、米原

市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が特に必要があ

ると認めるときは、これを変更することができる。 

施設 利用時間 

米原市山東グラウンド 午前８時 30分から午後 10時まで 

米原市民体育館 

 

 

 

 

 

 

午前８時 30分から午後 10時まで 

米原市伊吹第１グラウ

ンド 

午前８時 30分から午後 10時まで 

米原市伊吹第２グラウ

ンド 

午前８時 30分から日没時まで 

米原市伊吹テニスコー

ト 

午前８時 30分から午後 10時まで 

米原市米原野球場 午前８時 30分から日没時まで 

米原市すぱーく米原 午前８時 30分から午後 10時まで 

米原市息郷体育館 午前８時 30分から午後 10時まで 

米原市近江グラウンド 午前８時 30分から午後 10時まで 

 

 

 

 

 

 

・体育施設（米原市伊吹第２

グラウンド、米原市米原

野球場および米原市番場

多目的広場は除く。）の利

用時間の変更に伴う改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ただし、日曜日および土曜日（休日に当

たる土曜日に限る。）は、午前８時 30分

から午後５時 30分までとする。 

米原市双葉総合体育館 午前８時 30分から午後９時 30分まで 

米原市番場多目的広場 午前８時 30分から日没時まで 

２ 略 

(休場日) 

第４条 体育施設の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただ

し、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変

更し、または臨時に休場日を定めることができる。 

(１) 月曜日 

(２) 12月 28日から翌年の１月４日までの日 

(３) 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に

定める日 

 施設 休場日 

 米原市山東グラウンド 休日の翌日 

 米原市民体育館 休日。ただし、その日が日曜日

および土曜日に当たる場合は、

開館日とする。 

 米原市伊吹第１グラウンド 休日の翌日 

 米原市伊吹第２グラウンド 休日の翌日 

 米原市伊吹テニスコート 休日の翌日 

 米原市米原野球場 休日の翌日 

 米原市すぱーく米原 休日の翌日 

 米原市息郷体育館 休日の翌日 

 米原市近江グラウンド 休日。ただし、その日が日曜日

および土曜日に当たる場合は、

 

 

 

米原市双葉総合体育館 午前８時 30分から午後 10時まで 

米原市番場多目的広場 午前８時 30分から日没時まで 

２ 略 

(休場日) 

第４条 体育施設の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただ

し、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変

更し、または臨時に休場日を定めることができる。 

(１) 月曜日 

 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に

規定する休日の翌日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体育施設の休場日に、年末

年始を加えることに伴う

改正 

 

 

・米原市民体育館の休場日

の変更に伴う改正 

 

 

 

 

 

 

 

・米原市近江グラウンドの

休場日の変更に伴う改正 



開館日とする。 

 米原市双葉総合体育館 休日の翌日 

 米原市番場多目的広場 休日の翌日 
 

 

 

 

 

 


